
Ｑ．その土地がどのように筆界特定されているかを知ることはできますか？ 

 

Ａ．出来ます。法務局に「筆界特定の写し等交付請求書」が備え付けられていますので、

必要事項を記載して請求して下さい。 

 但し、基本手数料として筆界特定書の写し５５０円、図面の写し４５０円の収入印紙

貼付が必要です。 

 


